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老人保健事業推進費等補助金 (老人保健健康増進等  
事業分 )の国庫補助について  

 
 
 

標 記 の国 庫 補 助 金 の 交 付に つ い て は 、 平 成１ ５ 年 ６ 月 ９ 日 厚生 労 働

省 発 老 第 ０ ６ ０ ９ ０ ０ １ 号 本 職 通知 の 別紙 「 老 人 保健 事 業推 進 費 等 補

助金（老人保健健康増進等事業分）交付要綱」（以下「交付要綱」とい  
う 。 ） に よ り 行 わ れ て い る と こ ろ で あ る が 、 今 般 、 交 付 要 綱 の 一 部 が 
別紙新旧対照表のとおり改正され、令和８年４月 17 日から適用するこ

ととされたので通知する。  
なお、都道府県におかれては、貴管内市町村（特別区、一部事務組合

又は広域連合を含む。）に対して、貴職からこの旨通知されたい。  
 


